
大阪信用金庫  

個人カードローン（やすらぎ）Ａ方式 
（（一社）しんきん保証基金保証付） 

２０２２年８月１５日現在 

１．商品名 ・個人カードローン（やすらぎ）Ａ方式（一般社団法人しんきん保証基金保証付） 

２．ご利用いただける方 ・営業地区内に住所または居所、事業所を有する個人あるいは勤労に従事する 

満２０歳以上満６５歳未満の方で、安定した収入がある方 

・会社員等は現勤務先に２年以上勤務、自営業者は同一場所で同一業種を２年以上営業している方 

３．資金使途 ・自由 （事業性資金は除きます） 

４．お借入極度額 ・１００万円 の１種類 

５．お借入金利 固定金利  ９．７％ 

６．ご融資形式 ・当座貸越 

７．お借入期間 ・１年（１年ごとの自動更新） 

８．ご返済方法 【定例返済】（元利定額リボルビング返済） 

毎月１０日に極度額に対する基準返済額を毎月指定口座より自動引落しさせて頂きます。 

極度１００万円……２万円 

【臨時返済】窓口（ローンカードの提出）、またはＡＴＭによる入金によります。 

９．お利息の徴求 ・毎月１０日に貸越元本に組入れ徴求いたします。 

・毎日の最終残高について付利単位100円とした1年365日とする日割り計算します。 

10．担保  不要です。 

11．保証人 不要です。 

12．手数料 

（金額は消費税込みを表示）

・カード発行手数料：不要です。（紛失再発行の場合は1,100円を徴求させていただきます。） 

・当座貸越契約書貼付の収入印紙代２００円は金庫負担とします。 

13．保証会社 ・一般社団法人しんきん保証基金 

14．ご用意いただく書類 原則として下記の顔写真付の公的証明書をお願いします。 

・運転免許証 ・パスポート ・個人番号カード ・特別永住者証明書 ・在留カード 等 

下記所得確認資料をお願いします。 

公的所得証明書・源泉徴収票・確定申告書控のいずれか。 

15．総合判定 ・審査の結果によっては、お申込をお断りする場合やご利用についてご希望に添えないこともござ

いますので、ご了承ください。 

16．苦情処理措置 

紛争解決措置 

【苦情処理措置】 

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務部にお申し出ください。 

＜業務部＞ 電話：０１２０－８８０－５６８（フリーダイヤル）９時～１７時 

【紛争解決措置】 

所定の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、

ホームページまたは、営業店に配備されている「当金庫における苦情処理措置・紛争解決処理等

の概要」に記載された受付機関にお申し出ください。 

なお、各弁護士会に直接申し立ていただくことも可能です。 

・ご融資利率、保証料、手数料等は金融情勢により変動する場合があります。 

・内容をご確認のうえ、無理のない返済計画をお立てください。 

・ご返済額は、当金庫の店頭やホームページで試算できます。 

・詳しくは窓口でお問い合わせください。 
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